
羽生市立村君小学校教育目標 ○知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな子どもの育成 進んで学ぶ子 心豊かな子 明るくたくましい子

羽 生 市 立 村 君 小 学 校 ○地域全体で見守りを地域全体で見守りを
第 ３ 号 今月もＰＴＡによる防犯パトロールは実施しません

羽 生 市 堤 １ ０ ７ 番 地 ℡ ０ ４ ８ － ５ ６ ５ － ０ ２ ２ ３ が、犬の散歩や庭の手入れ、
買い物途中など、保護者の
皆様、地域の皆様で日常活動
の中での『ながら見守り』に
御協力ください。

○子どもの心のケア子どもの心のケア
長期の臨時休業中にさまざまな不安やストレスを抱

えている子どもたちが懸念されます。そういった気持
ちや不安を理解し、寄り添った指導に努めてまいりま
す。また、定期的にスクールソーシャルワーカー、ス
クールカウンセラーが来校します。お子様のことで心
配なこと、相談したいことがありましたら、ぜひ担任
または学校まで連絡をお願いします。

●水泳学習中止
新型コロナウイルス感染症拡大防止と健康診断の未

実施の観点から、市内全校で今年度の水泳学習(夏季休
業中も含む)は中止となりました。

●マスク・消毒液等の寄贈
臨時休業中に羽生市や企業、団体等より学校・児童

への寄贈がありましたので、改めて御紹介します。
☆マスク２枚（羽生市内被服工場の皆様より）
☆布製マスク１枚（文部科学省より）

☆消毒液20kg

（小島染織工業株式会社より）

☆非接触式電子温度計２台

（羽生市より）

☆フェイスシールド児童数分

（羽生青年会議所）
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お知らせ

６月行事予定

１ 月 朝会(放送)
給食開始
いじめ防止強化期間

（～10日）
２ 火 短学活
３ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ

PTA本部会19:00
４ 木 おはよう運動

第１回避難訓練
歯と口の健康週間

(～10日)
５ 金 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ 委員会①
６ 土 ７ 日

８ 月 読書タイム
登校指導・安全点検

９ 火 短学活
１０ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗー来校
臨床心理士巡回訪問

１１ 木 おはよう運動
１２ 金 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ

フッ化物洗口開始
ｸﾗﾌﾞ①

１３ 土 14 日

１５ 月 読書ﾀｲﾑ
１６ 火 JRC登録式

視力検査
１７ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ

１８ 木 おはよう運動

学校管理訪問

１９ 金 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ

聴力検査 ｸﾗﾌﾞ②

ふれあいデー

２０ 土 ２１ 日

２２ 月 読書ﾀｲﾑ

２３ 火 なかよし班顔合せ

２４ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ

眼科検診(予定)

２５ 木 おはよう運動

２６ 金 朝清掃

学力向上推進学校訪問

２７ 土

２８ 日

２９ 月 読書ﾀｲﾑ

３０ 火

お願い

令和２年度 ＰＴＡ役員紹介

学校再開にあたり 校長 鳥海 一寿

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業が終わり、６月から学校再開とな
りました。久しぶりに元気な子どもたちの姿を見て、職員一同嬉しく感じています。
３月から３か月間、子どもたちの家庭での生活の仕方や家庭学習など、保護者の皆様に

は多大なる御協力をいただき、心より感謝申し上げます。
先日、教育委員会から届いた学校再開に向けた文書に、「長期にわたる臨時休業に伴い、

児童生徒の学習習慣、生活習慣を見直し、今後の円滑な学校生活へ繋ぐための段階的な取
組が必要です。」と書かれていました。各学級において、一人一人の子どもたちの様子を
見たり、話を聞いたりして、早く学校の生活リズムに戻れるよう指導していきます。
さて、学校再開にあたり、国・県・市の方針にしたがって、次の２点について検討を重

ね準備を進めてきました。

１ 新型コロナウイルス感染症対策
緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染症が終息したわけで

はありません。学校においても国の「新しい生活様式」に基づいた感染症防止のた
めの取組をしなくてはなりません。そこで、国や県が示した方針やガイドライン等
に基づき、感染症対策に取り組みます。主な内容は次のとおりです。
〇家庭での検温・健康観察等の徹底…体調不良の場合は登校を控える。
〇マスクの着用…登下校中、学校内ではマスクを着用する。
〇教室等の換気…常時２方向の窓を開放して換気する。（エアコン使用時も）
〇身体的距離の確保…教室の机の間隔を広くとる。間近での会話は控えさせる。
〇給食時の感染症対策…全員の手洗い、配膳の仕方の工夫、机を前向きで食べる等。
〇基本的な感染症対策の徹底…手洗い、うがい、咳エチケット、マスク着用等。
〇共用場所の消毒…机、ドアノブ、手すりなどの消毒を放課後、毎日実施する。
この他にも、感染症防止のための安心・安全な教育環境づくりと子どもたちへの

指導をしていきます。詳細については、ほけんだより「すこやか」を御覧ください。
２ 臨時休業により減少した授業の時間数の確保
「こんなに休んでしまって、学校の学習は大丈夫なの。」と心配する声を聞きます。
臨時休業による昨年度の学習内容の未指導分や４月と５月の学習内容を、６月か

ら学習しなくてはなりません。減少した授業の時間数の確保と学習内容の質の向上
のために、次のように取り組みます。
〇夏季休業日の短縮…羽生市の小・中学校は１学期は８月７日まで、２学期は８月
２４日からとして、夏季休業日を短縮して授業の時間数を確保します。

〇行事や各種活動の内容の見直しや削減…年間の指導計画や各種行事や活動の内容
の見直しや削減をして、授業の時間数を確保します。感染症防止のために例年ど
おりの学習や活動ができないものもあります。
これらの取組をしても、文部科学省の学習指導要領に示された年間の授業時数を

やや下回ることになります。授業のやり方を工夫するなど、学習指導要領に示され
た学習内容を確実に指導していきます。家庭学習の協力もお願いします。

本年度の再スタートです。感染症対策、学習や生活など「例年どおり」ではなく、新た
な対応や取組が必要となります。「子どもを第一」に考えて教育活動を進めてまいります
ので、保護者、地域の皆様には御理解と御協力をいただきますようお願いします。




